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　古紙類の収集は、毎月１回各行政区の公民館等
で行っています。
○古紙の出し方
　家庭から出される古紙で、新聞・ダンボール・
雑誌は紙ひもで十字に束ねてください。チラシ、
パンフレット、コピー紙、包装紙、紙袋、紙箱など
で、束ねられないものは、紙袋に入れてください。
○古紙から生まれる紙製品
　紙は用途によって使う原料が異なるため、古紙
を製紙原料にする場合、新聞、雑誌、段ボールな
どの品種ごとに分別して排出する必要がありま
す。分別回収されたものは、資源として次のよう
なものに利用されます。

○古紙として出す前に
　紙に付着している金属類等は取り除いてくださ
い。感熱紙などの特殊な紙は「燃えるごみ」とし
て出してください。

■問い合わせ
　市民生活課　生活環境係　☎７５－６１１７

古紙の有効活用のために
分別にご協力ください

行 政 か ら の お 知 ら せ
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　自動車からの排気ガスや工場からの煙に含まれる窒素
酸化物などが太陽の紫外線を受けて、「光化学オキシダ
ント」という新たな物質に変化します。光化学オキシダ
ント濃度が高くなると、空が白く「もや」がかかったよ
うな状態になります。この現象を「光化学スモッグ」と
呼びます。春から秋にかけての晴れた日中に高濃度とな
る傾向があります。日差しが強くて、気温が高く、風の
弱い日は要注意です。
注意報の発令時期
　県内を８地域に分けて、それぞれの地域の測定局の値
が注意報の基準値（光化学オキシダントの１時間値が
０．１２ppm）を超えた場合に、その地域に注意報が発令され
ます。多久市に注意報が発令された場合は、市内一斉放
送を行います。
　防災、安全・安心情報配信システム「防災ネットあん
あん」に登録済みの方へは、注意報にかかる発令および
解除の情報を、登録したアドレスへ配信します。また、
佐賀県が常時監視を行っている測定局の光化学オキシダ
ント濃度（１時間ごとに更新）を携帯電話向けサイトで
確認できます。

　　　
注意報が発令されたら
◎外出を控えてください。特に屋外での激しい運動は避
　けてください。
◎自動車の使用を控えてください。
◎目やのどに異常を感じた時は洗顔、洗眼、うがいを十
　分に行い、室内で休息してください。
　症状が回復しない時は医師の診察を受けてください。
■問い合わせ
　市民生活課　生活環境係　　☎７５－６１１７
　佐賀県　循環型社会推進課　☎２５－７７７４

光化学オキシダント（光化学スモッグ）
に注意しましょう
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主な紙製品の例
　　　　ダンボール → ダンボール
　　　　雑誌類　　 → 菓子箱や洗剤の箱
　　　　新　聞　　 → 新聞・雑誌
　　　　雑　紙　　 → トイレットペーパー

混ぜてはいけないもの
・金属製やプラスチック製のクリップ類　
・粘着テープ　
・窓のついた封筒　
・ＦＡＸ用紙（感熱紙等）　
・防水加工紙（紙コップ等）　
・インクジェット写真プリント用紙
・写真の印画紙
・ノーカーボン紙（宅配便の複写伝票等）
・食品や洗剤等が付着しているもの
・金紙、銀紙が使用されているもの

焔防災ネットあんあん　 http://esam.jp
焔佐賀県光化学オキシダント情報
　 http://www.sagataiki.jp/okisidantoJyoho.php 
※アドレスは大文字と小文字の区別がありますので入力の際はご注
　意ください。


